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京都労働局における「外国人雇用状況」の届出状況 

（令和5年10月末時点） 

～ 外国人労働者数は 28,506 人で、昨年同期より 22.8％増加 ～ 

 

京都労働局（局長 赤松 俊彦）は、このほど、令和5年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を

取りまとめましたので、公表します。 

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に

関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に外

国人労働者の雇入れ及び離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）

に届け出ることを義務付けています。 

届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。）

であり、数値は令和5年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【届出状況のポイント】 

① 外国人労働者数は28,506人で、前年同期比5,288人、22.8％増加した。 

② 外国人雇用事業所数は5,237か所で、前年同期比453か所、9.5％増加した。 

③ 外国人労働者の国籍別では、ベトナムが7,824人で最も多く全体の27.4％を占めた。次いで中国（香

港等を含む）5,969人（20.9％）、フィリピン1,848人（6.5％）の順となった。 

④ 外国人労働者を雇用している事業所の産業別状況では、「卸売業,小売業」が 20.9％と最も多く、次

いで「宿泊業,飲食サービス業」19.0％、「製造業」18.4％となった。 

⑤ 外国人労働者を雇用している事業所の規模別状況では、「30人未満規模」が3,105か所で全体の59.3％

を占め、外国人労働者数も同企業規模で9,448人と全体の33.1％を占めた。 

⑥ 外国人労働者の在留資格別では、「専門的・技術的分野」が9,799人で最も多く、全体の34.4％を占

めた。次いで「資格外活動」が6,157人（21.6％）、「技能実習」が5,795人（20.3％）の順となった。 

   対前年増減率では、「資格外活動」が36.4％増と最も高く、次いで「専門的・技術的分野」28.3％

増の順であった。このほか、すべての在留資格別において、前年より増加が見られた。 
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【別添１】 

 
京都府における「外国人雇用状況」の届出状況 

（令和 5年 10 月末時点） 
 

 

 

● 労働者全体の状況について【参考―１】 

外国人労働者数は 28,506 人と前年同期比で 5,288 人（22.8％）増加した。新型コロナ

ウイルス感染症の影響による外国人の入国制限により、令和 3年 10 月末時点で一時減少

したものの、令和 4年 10 月末時点以降、再び増加に転じている。 

 

● 国籍別の状況について【別表１及び参考－４】 

 労働者数が多い上位５か国 

・ベトナム   7,824 人（全体の 27.4％）［前年同期比 19.3％増］ 

・中国       5,969 人（ 同  20.9％）［  同   7.6％増］ 

・フィリピン   1,848 人（ 同   6.5％）［  同   13.4％増］ 

・ネパール   1,737 人（ 同   6.1％）［  同   92.4％増］ 

・インドネシア 1,653 人（ 同   5.8％）［  同   68.0％増］ 

 

増加率が高い上位５か国 

・ミャンマー    926 人［前年同期比 120.5％増］ 

・ネパール   1,737 人［    同     92.4％増］ 

・インドネシア 1,653 人［  同   68.0％増］ 

・ベトナム     7,824 人 [    同   19.3％増] 

・ブラジル     338 人 [    同   15.4％増] 

 

● 在留資格別の状況について【別表１及び参考－５】 

・専門的・技術的分野    9,799 人（全体の 34.4％）［前年同期比 28.3％増］ 

・資格外活動        6,157 人（ 同  21.6％）［  同   36.4％増］ 

・技能実習        5,795 人（ 同  20.3％）［  同     22.0％増］ 

・身分に基づく在留資格  5,657 人（ 同  19.8％）［    同      4.8％増］ 

 

● 公共職業安定所別の状況について【別表２及び参考－７】 

・京都西陣所  8,731 人（全体の 30.6％）［前年同期比 18.9％増］ 

・京都七条所  8,752 人（ 同  30.7％）［  同    27.9％増］ 

・伏見所    4,419 人（ 同  15.5％）［  同     23.0％増］ 

・宇治所    2,984 人（  同  10.5％）［  同   20.0％増］ 

・京都田辺所   1,401 人（ 同   4.9％）［  同   29.4％増］ 

・福知山所   1,371 人（ 同   4.8％）［  同   23.5％増］ 

・舞鶴所     390 人（ 同   1.4％）［  同    7.4％増］ 

・峰山所     458 人（ 同   1.6％）［  同   15.7％増］ 

 

１ 外国人労働者の状況 
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● 事業所全体の状況について【参考―１】 

外国人雇用事業所数は 5,237 か所で、前年同期比 453 か所（9.5％）増加し、平成 19

年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新した。 

 

● 公共職業安定所別の状況ついて【別表２及び参考－７】 

・京都西陣所 1,740 か所（全体の 33.2％)［前年同期比 12.2％増］ 

・京都七条所 1,696 か所（ 同  32.4％）［  同    8.0％増］ 

・伏見所    727 か所（ 同  13.9％）［  同   13.6％増］ 

・宇治所    472 か所（ 同    9.0％）［  同    0.2％増］ 

・京都田辺所   249 か所（ 同    4.8％）［  同   10.2％増］ 

・福知山所   160 か所（ 同    3.1％）［  同     8.8％増］ 

・舞鶴所     95 か所（ 同    1.8％）［  同    2.2％増］ 

・峰山所     98 か所（ 同    1.9％）［  同   15.3％増］ 

 

● 事業所規模別の状況について【別表８及び参考－３】 

外国人雇用事業所数、外国人労働者数ともに事業所労働者数「30 人未満規模」事業所

が最も多く、外国人雇用事業所数は全体の 59.3％、外国人労働者数は全体の 33.1％を占

めた。 

事業所数は、どの規模においても増加しているがり、特に「30 人未満規模」事業所で

は前年同期比で 11.3%増加となった。 

 

 

 

 

 

・外国人雇用事業所数の産業別構成比では、卸売業、小売業が 20.9%、宿泊業、飲食サー

ビス業が 19.0％、製造業が 18.4%となった。 

・外国人労働者数の産業別構成比では、製造業が 29.4%、宿泊業、飲食サービス業が 14.7％、

教育、学習支援業が 12.7%、卸売業、小売業が 12.1%となった。 

 

 

 

 

 

・外国人雇用事業所のうち、労働者派遣業・請負業を行っている事業所数は 255 か所（事

業所全体の 4.9%）で、前年同期比 1.6%増加となった。 

・労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は 2,700 人（外

国人労働者全体の 9.5%）で、前年同期比 16.7%増加となった。 

 

 

２ 事業所の状況 

３ 産業別の状況【別表４及び参考－２】 

４ 派遣・請負の状況【別表２及び参考－１】 














































